
○社会福祉法人東員町社会福祉協議会ふれあい型配食サービス事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この事業は、共同募金配分金事業として、東員町内に在住する在宅の一人暮らし 

高齢者等に対し、健康で自立した生活を送ることができるよう食事を通したふれあい交流

を行い、もって地域福祉の向上を図ることを目的とする。 

  

（実施主体） 

第２条 この事業は、東員町民生委員児童委員協議会、わくわくボランティア、就労継続支

援 A型ピュア、まんまやひなたとの協働により社会福祉法人東員町社会福祉協議会（以下「本

会」という。）が実施する。 

 

（対象資格及び実施方法） 

第３条 この事業の対象者は、東員町に住所を有する者で、次のいずれかの要件に該当する

ものとする。 

（１）75 歳以上の一人暮らし高齢者で、食事を通したふれあいをのぞまれ、加齢による

運動機能の低下、傷病等の理由により調理が困難である者 

（２）その他、個別事情によりふれあい型配食サービス（以下「サービス」という。）が

必要であると本会会長（以下「会長」という。）が認めた者 

２ 前項の規定に関わらず、生活支援型配食サービスを利用している者については、サービ

スの対象外とする。 

 

（実施日） 

第４条 このサービスは原則として次の各号に定める日とし、昼食とする。 

（１）毎週火曜日 

（２）毎週金曜日 

（３）その他、会長が別に定める日 

２ 前項の規定に関わらず、祝日及び年末年始（12 月 29 日から１月 3 日）は実施しな 

いものとする。 

 

（申込手続） 

第５条 このサービスの利用を希望する者（以下「申請者」という。）は、ふれあい型配食 

サービス利用申請書（第１号様式）を会長に提出するものとする。 

２ 会長は、サービスの利用を決定したときは、利用決定通知書（第２号様式）を申請者 

に交付するものとする。 

３ 会長は、サービスの提供を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定 

通知書（第３号様式）により通知するものとする。 

  

（利用者負担） 

第６条 前条第２項によりサービスの利用決定を受けた者（以下「利用者」という。）は、 

 サービスの利用に係る原材料費等の実費として、１食につき５００円の利用料を本会     

に支払うものとする。 

２ 利用者は、自己の都合によりサービスの当該利曜日前営業日９時までに中止の申し出

を怠った場合、前項に掲げる利用料を納付しなければならない。 



（利用料の減額） 

第７条 会長は、前条の規定にかかわらず、利用者が生活保護受給世帯に属し、利用料 

の減額を希望するときは、利用料を２分の１に減額することができる。 

２ 前項の規定により、利用料の減額を希望する者は、ふれあい型配食サービス利用料減 

額申請書（第４号様式）を会長に提出するものとする。 

３ 会長は、利用料の減額を決定したときは、ふれあい型配食サービス減額結果通知書（第 

５号様式）を利用料の減額を希望する者に交付するものとする。 

 

 （納付期限） 

第８条 利用者は、会長が指定する納付期限までに利用料を納付しなければならない。 

  

 （利用の休止及び辞退の申出） 

第９条 利用者は、自己の都合により次の各号に掲げる事情が生じた場合は、ふれあい型 

配食サービス利用変更届（第６号様式）により会長に届け出なければならない。 

 （１）利用曜日又は緊急連絡先の変更 

 （２）サービスの休止又は再開（一定期間のサービス停止後に改めて再開する場合） 

 （３）サービスの辞退（以後半永久的にサービスを停止する場合） 

 

 （利用の再開） 

第１０条 サービスを一旦休止もしくは辞退した者が、再度サービスの利用を希望する場合

は、原則として再度の申請手続きを必要とする。ただし、休止期間が６ヶ月、辞退期間

が１年を超えない者の再申請手続については、別途その時点で判断のうえ決定するもの

とする。 

 

（利用の取消） 

第１１条 会長は、利用者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用の決定を取り

消すことができる。 

（１）この実施要綱に定めた事項又は目的に違反したとき 

（２）申請の虚偽等不正な行為により利用の決定を受けたとき 

（３）その他、会長が必要と認めたとき 

２ 会長は、前項の規定により利用を取り消すことを決定したときは、利用取消通知書（第

４号様式）により、利用者に通知するものとする。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

（配食サービス実施要綱の廃止） 

２ 配食サービス実施要綱（平成１０年４月１日）は廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年５月１１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

要綱施行日前の申請に係る利用については、なお従前の例による。ただし、現在の利用者に

おいて、対象資格が該当しない者については、令和５年３月３１日までとする。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

要綱施行日前の申請に係る利用については、なお従前の例による。ただし、現在の利用者に

おいて、対象資格が該当しない者については、当分の間とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行の際、現に利用決定を受けている者は、この要綱第６条第１項の規定によ

る利用者負担とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第５条関係） 

ふれあい型配食サービス 利用申請書 

年  月  日 

社会福祉法人東員町社会福祉協議会 会長 様 

 

申請者 （住所） 

 

（氏名）               ㊞ 

 

（続柄） 

 

（電話番号） 

 

私は、社会福祉法人東員町社会福祉協議会が実施する「ふれあい型配食サービス」を利用

したいので、下記のとおり申請します。なお、必要となる関係機関と情報共有することに同

意の上、ふれあい型配食サービスを申請します。 

 

記 

 

利用者名     
生 年 

月 日 

 

          （満   歳） 

現住所        
〒 

 東員町 

電話番号 

 

緊急連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

① （氏名）               （続柄） 

（住所） 

（電話番号） 

（備考） 

② （氏名）               （続柄） 

（住所） 

（電話番号） 

（備考） 

③ （氏名）               （続柄） 

（住所） 

（電話番号） 

（備考） 

利用開始希望日 年   月   日 

利用希望日 
第１火  第２火  第３火  第４火  第５火 

第１金  第２金  第３金  第４金  第５金 

担当民生委員  

社会参加状況  



1. 配達時に留守であり、玄関や窓が開いていて配達係が異常と感じたときの対応をお聞き

します。いずれかに〇を付けてください。 

 

【 】 
家屋に上がって状態を確認してほしい。場合によっては救急車両を要

請してほしい。同時に緊急連絡先にお知らせします。 

緊急搬送先：           病院 

【 】 
利用申込書の緊急連絡先に連絡した上でその指示に従ってほしい。 

※確実に連絡が取れるようにお願いします。 

 

2. 以下のことに同意します。 

 

□ 
この情報を配食サービス委託先及び担当民生委員に伝えること。 

担当民生委員名： 

※社協記入欄：伝達日      年     月    日 

□ 
配達時に留守の場合は、どのような事情でも再配達ができないこと。 

（昼食用に調理したお弁当ですので、ご理解ください。） 

□ 
前営業日９時までにキャンセルの連絡をしないときには利用料を支払うこ

と。 

□ 
配達時に留守の場合は、上記の緊急連絡先と担当民生委員に連絡すること。 

（安否確認も配食サービスの目的の一つです。） 

 

 

 

利用者氏名                     印  

                      （本人自署のときには押印不要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

 東社協発  号

令和   年   月   日 

  

様 

 

 社会福祉法人東員町社会福祉協議会 

 会  長             

 

 

ふれあい型配食サービス 利用決定通知書 

 

 

ふれあい型配食サービス事業の利用について、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

利 

用 

者 

ふりがな    性別 生年 

月日 
  年  月  日 

氏  名   

住  所  

開 始 時 期 年   月   日 

利 用 回 数        回（＊祝日は除く） 

担当民生委員     

 

 

注 意 事 項 

 

 

・ 配達時に、お留守など不在の場合は、お弁当をお渡しするこ

とができませんのでご注意下さい。 

・ やむを得ずサービスを中止とする場合がございますので、ご

了承下さい。 

・ 前日９時までに事前連絡がない場合、授受の如何に関らず、

利用料（１食５００円）はご負担いただきますので宜しくご

承知下さい。 

 

 

 



第３号様式（第５条関係） 

                          

東社協発   号 

令和   年   月   日 

 

         様 

 

 社会福祉法人東員町社会福祉協議会 

 会  長             

 

 

 

ふれあい型配食サービス 却下決定通知書 

 

 

  年  月  日付にて申請された「ふれあい型配食サービス」の利用について、審査

の結果、却下することに決定しましたので、ご了承下さい。 

 

 

 

記 

 

利 
用 
者 

ふりがな  性 別 

氏  名   

住  所 東員町 

 

 

 

却 下 の 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

 

                                 年  月  日 

 

 

社会福祉法人東員町社会福祉協議会 会長 様 

 

 

申請者氏名               

（本人との関係）              

住所                  

電話番号                

 

 

ふれあい型配食サービス利用料減額申請書 

 

 

ふれあい型配食サービス利用料について減免を申請します。 

なお、減免対象でなくなったときは速やかに連絡します。 

 

 

※生活保護世帯であることが確認できる書類を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第７条関係） 

 

 

                                 年  月  日 

 

 

 様 

 

 

社会福祉法人東員町社会福祉協議会  

会長  

 

 

ふれあい型配食サービス減額結果通知書 

 

 

ふれあい型配食サービス利用料を下記のとおり決定します。 

 

 

                    記 

 

 

利用者負担は１／２とし、利用料を１食につき２５０円とする。 

 

 

 減免対象でなくなったときはには、速やかにご連絡ください。 

 対象でなくなった月の翌日から１食につき５００円の利用料になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第９条関係） 

 

 

                                 年  月  日 

 

東員町社会福祉協議会会長 様 

申請者氏名                  

（本人との関係）             

住所                    

電話番号                     

 

ふれあい型配食サービス利用変更届 

 

下記のとおり利用の変更を届け出ます。 

 

□利用曜日・緊急連絡先の変更 

 

利 

用 

者 

氏  名  生年月日 
 

住  所  電話番号  

[利用曜日] 

変更希望日 

  月  日から 

第１火 第２火 第３火 第４火 第５火 

     

第１金 第２金 第３金 第４金 第５金 

     

[緊急連絡先] 

氏名 利用者との関係 

住所 電話番号 

 

□サービスの休止又は再開  （一定期間のサービス停止後に改めて再開する場合） 

      年  月  日から休止します。 再開予定日は  年  月  日です。 

□サービスの辞退  （以後半永久的にサービスを停止する場合） 

      年  月  日から停止します。 


